
別記第４号様式

　契約日

～ 令和6年4月30日

　当初設計では、曲管を使用し、ガス管を下越
しする配管になっていたが現場精査をした結
果、ガス管との離隔を確保することができるこ
とから、曲管を使用する必要がなくなったため
建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第
1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更
し、請負代金を減額変更するものである。

変更理由

令和6年3月9日

　本工事は、山武市成東地先の給水装置工事に伴
い、配水管を増口径するものである。
ア　配水管布設工事
　　　　PE－JWφ50　L＝105m

　本工事は、山武市成東地先の給水装置工事に伴
い、配水管を増口径するものである。
ア　配水管布設工事
　　　　PE－JWφ50　L＝105.1m

変更なし

令和６年度　契約内容の変更

契
　
約
　
の
　
内
　
容

事業の名称

事業の場所

請負業者名

山武市成東２０５番地先

合同会社クライス

山武市成東２０５番地先配水管増口径工事

契約期間

変更（第１回）

令和6年4月15日

事業概要

区　　分

契約金額

当初

1,391,500円

令和6年3月8日

1,336,500円


